
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

「清瀬市受動喫煙防止条例（案）」突然浮上！ 
   

コロナ禍で自粛生活が続くなか当会は、喫煙者が新型

コロナウイルスに感染しやすく感染した場合は重症化

するリスクが高いことから、Facebook 等を通して喫煙

所の３密状況と危険性を訴えるとともに、清瀬市役所な

らびに駅周辺の公共の喫煙所の閉鎖を求めて、市と電話

やメールを介し交渉を続けました。4 月 24 日にようや

く喫煙所が閉鎖されましたが、緊急事態宣言が解除され

たことで 6 月 1 日には再開されてしまいました。 

そのような中 5 月末に突然、清瀬市で受動喫煙防止条

例を策定するという情報が飛び込んできました。しかも

6 月 18 日からパブリックコメントを募集する計画であ

ると。このような重要な条例がコロナ禍で公共の施設が

閉鎖されている時期であったとしても、市民への説明会

などもなく市民が声を出せる 後の手段であるパブリ

ックコメント募集まで突き進んでいることに驚きを禁

じえませんでした。市町村レベルで受動喫煙防止条例を

策定した先達の条例策定までの手順は以下の通りです。 

「小学六年生向け喫煙防止教室」を実施！ 
   

 2020 年 1 月 25 日（土）清瀬第六小学校で、六年

生３クラス計約90人の児童に喫煙防止教室を実施しま

した。昨年 5 月から市民の健康を守る会は、清瀬第六小

学校・清瀬市健康推進課と調整を図り、内容も３者で協

議検討してきました。六小プロジェクト X の協力もあ

り、手作り感一杯の「喫煙防止教室」が完成。当日は、

公開授業でもありわずかでしたが保護者の方々に見て

いただけたこと、議員さん、教育長さんも訪ねてくれた

ことはありがたいことでした。 後に受動喫煙防止ロゴ

入りぶんぶんゴマを参加賞として提供しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜内容＞ 

１．講座「たばこから自分を守ろう！」 

清瀬市健康推進課 

２．寸劇「君ならどうする？」  
六小プロジェクト X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
ゼルコバームービーさんの協力でプロモーションビ

デオを作製しました（約 10 分）。喫煙防止教室普及に

使って下さる団体・個人には提供します。 

❤ プチ情報 ❤  

急速に低下する喫煙率！ 若者のタバコ離れも大きい。 

第 3 期がん対策推進基本計画の喫煙率目標：2022 年までに成人の喫煙率を 12% へ。※2018 年時点で 17.9% 

 SKM 通信 ( Shimin no Kenkou wo Mamoru kai ) 

      「市民の健康を守る会 in 清瀬」ニュース No.11  2020.7.25 

 

北海道美唄市： 

 2015 年 12 月 11 日公布、翌年 7 月 1 日施行 

日本で初めて市町村レベルで受動喫煙防止条例を

策定しました。国内でも著名な専門家を招聘して喫

煙習慣と疾病、受動喫煙の問題等について学び、何

度も市民へのアンケートを実施しています。 

東京都調布市： 

2019 年 3 月 26 日公布、同年 7 月 1 日施行 

多摩 26 市で 初に受動喫煙防止条例を策定しま

した。医師会と市民からなる「ちょうふタバコ対策

ネットワーク」と連携・協力して条例内容の検討を

進める一方、健康推進課は市役所幹部向け研修会、

職員向け研修会とまず市役所職員から正しい知識

の周知と意識改革を行ったそうです。 

この短い期間に当会ができることは、SNS や集会ポ

スターを通して、①清瀬市が受動喫煙防止条例を策定し

ようとしていること、②多くの人に条例（案）を読んで

もらうこと、③パブリックコメントを通して意見や提案

を出すよう訴えること、だけでした。 

清瀬市への 後の要望： パブコメに寄せられた市民

の声を「意見は聞きました」だけの対応（回答）に終わ

らせず、真摯に考え条例に反映させてください。 

発行：市民の健康を守る会 事務局 大森, 事務所：〒204-0021 清瀬市元町 1-8-9-403, Tel: 090-6009-4474 
Mail: cofune_kiyose@yahoo.co.jp,  URL: http://skm-kiyose.org,  Facebook:市民の健康を守る会 in 清瀬 

（本会は会費と寄付で運営しています。一緒に活動して下さる会員、応援してくださる賛助会員を募集しています。千円/年） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７７％のコンビニで、敷地から灰皿撤去！ 
   

昨年 9 月の調査で 57%だった清瀬市内コンビニ店頭

灰皿撤去率が 20 ポイント増加し、77%になりました。 

清瀬市受動喫煙防止条例（案）を考える会 
   

6 月 28 日（日）コロナ対策に万全を期して、標記の

会を実施しました。会員以外の参加もありました。まず

事務局から問題提起、①敷地内完全禁煙が原則の第一種

施設（市役所）に喫煙所を残すことの是非、②特定分煙

強化地区の継承で生じる問題、③電子タバコを除外の弊

害、④過料と指導員の取り扱いが未定。 

参加者から：保育園がある商業ビルも対象に。過渡期

の今は完全密閉型で入場料を取って利用する喫煙所な

ら。公金を使って職員用喫煙所を作るのは反対。電子タ

バコも対象に。「いい空気を吸う権利」80％以上の人に

ある。意欲のある自治体が効果あるルールづくりをして

日本全体に広めて。清瀬市の案は調布市や多摩市の条例

をまねただけでなくそれを緩くした感じ。「過料は今後

考える」にびっくり。南口駐輪場からの臭い酷い。臭い

がきついので市役所喫煙所つくらないで。新型コロナで

喫煙者の高いリスクにふれないのはおかしい。ニコチン

中毒の人が問題。条例の見直し規定必要。過料はお金を

取るのが目的ではない。効果があるなら公金で警察 OB

を指導員にしてもよいのでは。過料は市の本気の問題。 

寄付のお礼 

鈴木紀代子様 1,000 円 

K.  Y.  様  2,000 円 

当会は会員の会費と寄付で活動をしております。 

ご寄付は受動喫煙防止啓発グッズ作成等に使用いたします。  
 
 

郵便振替：00130-7-388023 市民の健康を守る会 

ゆうちょ銀行：(当座) 店 019 口座 0388023 

昨年 7 月 1 日以降急速に進む庁舎からの灰皿撤去！ 
   

敷地内完全禁煙（灰皿なし）の東京都内の区市 

（日本禁煙学会、子どもに無煙環境を推進協議会調査、2020.3.24.現在） 
   

中央区、港区、台東区、渋谷区、豊島区、板橋区、立川

市、調布市、小平市、福生市、西東京市（保谷庁舎敷地内

完全禁煙、田無庁舎は敷地内１か所年内完全撤去予定） 
  

 上記参加者から、喫煙者から「市役所で職員が吸ってい

るじゃないか」と言われたら、指導員は注意もできないと。 


